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第 1 編 総 則 

頁 改 正 前 改 正 後 

 

 

 

 

 

 

４ 

第２章 国民保護措置に関する基本方針 

 

１～７ ［略］  
 
８ 災害時要援護者への配慮及び国際人道法

の的確な実施（法９）  
国民保護措置の実施に当たっては、特に高齢

者、障害者等の災害時要援護者に対するきめ細

かな配慮が必要であり、県は、警報及び緊急通

報の伝達、避難誘導、救援の実施に当たって、

災害時要援護者の保護について留意する。 

また、県は、外国人の安否情報の収集・提供、

赤十字標章等や特殊標章等の交付等の国民保

護措置を実施することにより、国際的な武力紛

争において適用される国際人道法の的確な実

施を確保する。  
 

９ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 国民保護措置に関する基本方針  
 

１～７ ［略］  
 
８ 災害時要援護者への配慮及び国際人道法

の的確な実施（法９）  
国民保護措置の実施に当たっては、特に高齢

者、障がい者等の災害時要援護者に対するきめ

細かな配慮が必要であり、県は、警報及び緊急

通報の伝達、避難誘導、救援の実施に当たって、

災害時要援護者の保護について留意する。 

また、県は、外国人の安否情報の収集・提供、

赤十字標章等や特殊標章等の交付等の国民保

護措置を実施することにより、国際的な武力紛

争において適用される国際人道法の的確な実

施を確保する。  
 
９ ［略］  
 

修 正 

理 由 

語句の修正 
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第 1 編 総 則 

頁 改 正 前 改 正 後 

 

 

 

 

７ 

 

 

 

 

 

 

８ 

第３章 関係機関の事務又は業務の概要等  
 
１～２ ［略］ 

 
３ 指定地方行政機関の事務又は業務の概要   
 
機関の名称 事務又は業務の概要 

 ［略］ 

仙台防衛施設局 ［略］ 

 ［略］ 

 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関の事

務又は業務の概要   
 
機関の名称 事務又は業務の概要 

 ［略］ 

日本郵政公社 ［略］ 

 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 関係機関の事務又は業務の概要等  
 
１～２ ［略］  
 
３ 指定地方行政機関の事務又は業務の概要   
 
機関の名称 事務又は業務の概要 

 ［略］ 

東北防衛局 ［略］ 

 ［略］ 

 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関の事

務又は業務の概要   
 
機関の名称 事務又は業務の概要 

 ［略］ 

郵便事業株式会社 ［略］ 

 ［略］ 
 

修 正 

理 由 

１ 防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成 19 年 9 月 1 日施行)に伴う修正 

２ 郵政民営化関連法（平成 19 年 10 月１日施行）に伴う修正 
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第 1 編 総 則 

頁 改 正 前 改 正 後 

 

 
１０ 

第４章 県の地理的、社会的特徴  
 
１ 地理的特徴   
(1) 位置・面積 

本県は、本州の北東部、概ね東経 141 度と

142 度の間に位置し、東西約 122km､南北約

189km と南北に長い楕円形をしており、北は

青森県、西は秋田県、南は宮城県、東は太平

洋に面している。 

広さは 15,278.53ｋ㎡で、県として日本最

大の面積を有していることから、避難時にお

ける移動距離や移動時間を考慮したうえで、

避難手段や移動中の救援などについて配慮

する必要がある。 

(2)［略］  
 

第４章 県の地理的、社会的特徴  
 
１ 地理的特徴   
(1) 位置・面積 

本県は、本州の北東部、概ね東経 141 度と

142 度の間に位置し、東西約 122km､南北約

189km と南北に長い楕円形をしており、北は

青森県、西は秋田県、南は宮城県、東は太平

洋に面している。 

広さは 15,278.77ｋ㎡で、県として日本最

大の面積を有していることから、避難時にお

ける移動距離や移動時間を考慮したうえで、

避難手段や移動中の救援などについて配慮

する必要がある。 

(2)［略］  

１０ ２ 社会的特徴  
(1)［略］ 
(2) 重要施設等 
  県内には陸上自衛隊の岩手駐屯地及び航
空自衛隊の山田分屯基地があり、こうした
防衛上の重要施設は、武力攻撃等の攻撃目
標とされる可能性が高いと考えられること
から、施設周辺の住民の避難について配慮
していく必要がある。 
  本県には、原子力発電所は存在しないもの
の、隣接県に原子力発電所があり、宮城県
女川原子力発電所から藤沢町役場まで約
50km、青森県東通原子力発電所から種市町
役場まで約 80km、青森県原子燃料サイクル
施設等から軽米町役場まで約 60km の距離で
あるため、大規模な原子力災害が起きた場
合、風向きなどによっては住民の避難等を
行う必要がある。 
県内には、国民保護法で定める生活関連
等施設が所在しており、こうした生活関連
等施設がひとたび破壊されると、県民生活
に重大な影響を及ぼすおそれがあるため、
周辺住民の避難について配慮していくほ
か、施設の管理体制についても充実させて
いく必要がある。 
特に留意すべき施設としては、久慈国家地
下石油備蓄基地が久慈市にあり、医療用ＲＩ
廃棄物を一元的に処理する施設として、滝沢
村に日本アイソトープ協会の茅記念滝沢研
究所がある。 
 

２ 社会的特徴  
(1)［略］ 
(2) 重要施設等 
  県内には陸上自衛隊の岩手駐屯地及び航
空自衛隊の山田分屯基地があり、こうした
防衛上の重要施設は、武力攻撃等の攻撃目
標とされる可能性が高いと考えられること
から、施設周辺の住民の避難について配慮
していく必要がある。 
  本県には、原子力発電所は存在しないもの
の、隣接県に原子力発電所があり、宮城県
女川原子力発電所から藤沢町役場まで約
50km、青森県東通原子力発電所から洋野町
役場まで約 80km、青森県原子燃料サイクル
施設等から軽米町役場まで約 60km の距離で
あるため、大規模な原子力災害が起きた場
合、風向きなどによっては住民の避難等を
行う必要がある。 
県内には、国民保護法で定める生活関連
等施設が所在しており、こうした生活関連
等施設がひとたび破壊されると、県民生活
に重大な影響を及ぼすおそれがあるため、
周辺住民の避難について配慮していくほ
か、施設の管理体制についても充実させて
いく必要がある。 
特に留意すべき施設としては、久慈国家地
下石油備蓄基地が久慈市にあり、医療用ＲＩ
廃棄物を一元的に処理する施設として、滝沢
村に日本アイソトープ協会の茅記念滝沢研
究所がある。 

修 正 

理 由 

１ 数値の時点修正 

２ 市町村合併による町名の変更 
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第２編 平時における備え

頁 改 正 前 改 正 後 

 

 

 

 

１７ 

 

第１章 平時における組織・体制の整備  
 
１～２ ［略］ 

 
３ 関係機関との連携体制の整備   
(1)・(2) ［略］ 

(3) 相互応援協定の締結等 

  県は、県の区域を越える避難やＮＢＣ攻撃

による災害への対処などの武力攻撃事態等

においても対応できるよう、防災のために

締結されている相互応援協定等の内容に関

し、必要な見直しを行う等により、広域に

わたる避難の実施体制、物資及び資材の供

給体制並びに救援の実施体制における相互

応援体制を整備する。 

 

 

  また、県は、防災のために締結されている

市町村間の相互応援協定等について必要な

見直しを行う際に支援することなどを通じ

て、市町村相互間の国民保護措置に関する

連携の確保を図る。 

  なお、市町村間の相互応援や北海道・東北

８道県における相互応援に関し、本計画に

定めのないものについては、岩手県地域防

災計画第３章第１０節「相互応援協力計画」

の例によるところとする。 

(4)・(5) ［略］ 

 

４ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 平時における組織・体制の整備  
 
１～２ ［略］  
 
３ 関係機関との連携体制の整備   
(1)・(2) ［略］ 

(3) 相互応援協定の締結等 

  県は、県の区域を越える避難やＮＢＣ攻撃

による災害への対処などの武力攻撃事態等

又は緊急対処事態においても対応できるよ

う、「全国都道府県における災害時等の広域

応援に関する協定」及び「大規模災害時等

の北海道・東北８道県相互応援に関する協

定」に基づき、広域にわたる避難の実施、

物資及び資材の供給並びに救援の実施にお

ける相互応援について他の都道府県との連

携を図る。 

  また、県は、防災のために締結されている

市町村間の相互応援協定等について必要な

見直しを行う際に支援することなどを通じ

て、市町村相互間の国民保護措置に関する

連携の確保を図る。 

  なお、市町村間の相互応援や北海道・東北

８道県における相互応援に関し、本計画に

定めのないものについては、岩手県地域防

災計画第３章第１０節「相互応援協力計画」

の例によるところとする。 

(4)・(5) ［略］ 

 

４ ［略］ 

 

修 正 

理 由 

 「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」及び「大規模災害時等の北海道・

東北８道県相互応援に関する協定」の変更に伴う修正 
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第２編 平時における備え

頁 改 正 前 改 正 後 

 

 

 

 

２６ 

第２章 国民保護措置に関する平時からの備

え  
１～３ ［略］ 

 
４ 避難施設の指定   
(1)～(4) ［略］ 

(5) 避難施設データベースの共有化 

県は、避難施設の指定後は、国の定める避

難施設について把握しておくべき標準的な

項目にしたがって、避難施設の情報を整理す

るとともに、全国的な共有化（避難施設のデ

ータベース化）を図るため、避難施設の情報

を国に報告する。また、避難施設の変更があ

った場合は、定期に国に報告する。 

 【避難施設データベースに盛り込むべき標準

的項目】 

  ① 施設の名称 

  ② 施設の所在地（郵便番号／市区町村名

／町丁目名・番（番地）・号） 

  ③ 施設の連絡先（電話／ＦＡＸ） 

  ④ 管理者名 

  ⑤ 管理する担当窓口（名称／電話／ＦＡ

Ｘ） 

  ⑥ 収容人員（屋内（人）／屋外（人））

  ⑦ 避難施設の面積（屋内（㎡）／屋外

（㎡）） 

  ⑧ 保有設備（トイレ、入浴・シャワー設

備、給食設備、冷暖房設備、障害者用ト

イレ、エレベーター、スロープ） 

  ⑨ 構造（コンクリート造・その他、階数）

  ⑩ 災害対策基本法上の避難場所として

の指定の有無 

  ⑪ 非常用電源の有無 

  ⑫ 大型車両のアクセスの可否 

  ⑬ 備考（ＮＴＴ回線以外の通信施設の有

無、ヘリコプター離発着可能な場所の有

無、除雪機の有無など） 

(6) ［略］ 

 

５ ［略］ 

 

 

 

第２章 国民保護措置に関する平時からの備

え  
１～３ ［略］ 

 
４ 避難施設の指定   
(1)～(4) ［略］ 

(5) 避難施設データベースの共有化 

県は、避難施設の指定後は、国の定める避

難施設について把握しておくべき標準的な

項目にしたがって、避難施設の情報を整理す

るとともに、全国的な共有化（避難施設のデ

ータベース化）を図るため、避難施設の情報

を国に報告する。また、避難施設の変更があ

った場合は、定期に国に報告する。 

 【避難施設データベースに盛り込むべき標準

的項目】 

  ① 施設の名称 

  ② 施設の所在地（郵便番号／市区町村名

／町丁目名・番（番地）・号） 

  ③ 施設の連絡先（電話／ＦＡＸ） 

  ④ 管理者名 

  ⑤ 管理する担当窓口（名称／電話／ＦＡ

Ｘ） 

  ⑥ 収容人員（屋内（人）／屋外（人））

  ⑦ 避難施設の面積（屋内（㎡）／屋外

（㎡）） 

  ⑧ 保有設備（トイレ、入浴・シャワー設

備、給食設備、冷暖房設備、障がい者用

トイレ、エレベーター、スロープ） 

  ⑨ 構造（コンクリート造・その他、階数）

  ⑩ 災害対策基本法上の避難場所として

の指定の有無 

  ⑪ 非常用電源の有無 

  ⑫ 大型車両のアクセスの可否 

  ⑬ 備考（ＮＴＴ回線以外の通信施設の有

無、ヘリコプター離発着可能な場所の有

無、除雪機の有無など） 

(6) ［略］ 

 

５ ［略］ 

修 正 

理 由 

 語句の修正 
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 第３編 武力攻撃事態等への対処 

頁 改 正 前 改 正 後 

 

 

 

 

３７ 

 

第１章 岩手県国民保護対策本部の設置等 

 

１ ［略］ 

 

２ 県対策本部の組織構成及び機能 （法 41

関係） 

(1) ［略］ 

(2) 県対策本部の組織 

 ① 組織 

   本部は、次に掲げる組織をもって構成す

る。 

  ア 部並びに室、課、政策調査監及び機関

 

  イ 地方支部及び班 

  ウ 緊急初動特別班 

  エ 現地対策本部 

 

  オ 調査班及び現地作業班 

 ② 分掌事務 

部 部長に充て

る職 

主な分掌事務 

総 合 政 策

部 

総 合 政 策

室長 

 ［略］  

 ［略］  

保 健 福 祉

部 

保 健 福 祉

部長 

 ［略］ 

・障害者福祉施

設入所者の避

難、救護 

 ［略］ 

商 工 労 働

観光部 

商 工 労 働

観光部長 

 ［略］ 

 

 

 ［略］  

総務部 総 合 防 災

室長 

 ［略］  

総 合 雇 用

対策部 

総 合 雇 用

対策局長 

・被災者の雇用

対策 

 ［略］  

 
 
 

第１章 岩手県国民保護対策本部の設置等 

 

１ ［略］ 

 

２ 県対策本部の組織構成及び機能 （法 41

関係） 

(1) ［略］ 

(2) 県対策本部の組織 

 ① 組織 

   本部は、次に掲げる組織をもって構成す

る。 

  ア 部並びに室、課、政策調査監及び機関

  イ 広域支部 

  ウ 地方支部及び班 

  エ 緊急初動特別班 

  オ 現地対策本部 

カ 現地調整所 

  キ 調査班及び現地作業班 

② 分掌事務 

部 部長に充て

る職 

主な分掌事務 

総 合 政 策

部 

総 合 政 策

部長 

 ［略］  

 ［略］  

保 健 福 祉

部 

保 健 福 祉

部長 

 ［略］ 

・障がい者福祉

施設入所者の

避難、救護 

 ［略］ 

商 工 労 働

観光部 

商 工 労 働

観光部長 

 ［略］ 

・被災者の雇用

対策 

 ［略］  

総務部 総 合 防 災

室長 

 

 

 ［略］  

 ［略］   

修 正 

理 由 

１ 組織再編に伴う修正 

２ 国民の保護に関する基本指針の変更(平成 20 年 10 月 24 日 閣議決定)に伴う修正 

３ 語句の修正 
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 第３編 武力攻撃事態等への対処 

頁 改 正 前 改 正 後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４２ 

(3) ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ［略］ 

(5) ［略］ 

(6) ［略］ 

 

３ 県対策本部長の権限  

［略］ 

(1)・(2) ［略］ 

(3) 職員の派遣の求め（法 28⑦、29③） 

県対策本部長は、国民保護措置の実施に関

し、指定行政機関又は指定公共機関と緊密な

連絡を図る必要があると認めるときは、指定

地方行政機関の長（当該指定地方行政機関が

ないときは、当該指定行政機関の長）又は当

該指定公共機関に対し、その指名する職員を

派遣するよう求め、防衛庁長官に対して、そ

の指定する職員の県対策本部会議への出席

を求める。 

(4)～(7) ［略］ 

 

４ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ［略］ 

(4) 現地調整所の設置 

知事は、国民保護措置が実施される現場に

おいて、現地関係機関（市町村、消防機関、

警察機関、自衛隊、海上保安庁、医療機関、

関係事業者等の現地で活動する機関をい

う。）の活動を円滑に調整する必要があると

認めるときは、現地調整所を速やかに設置

し、現地関係機関の間の連絡調整を図る。 

(5) ［略］ 

(6) ［略］ 

(7) ［略］ 

 

３ 県対策本部長の権限  

［略］ 

(1)・(2) ［略］ 

(3) 職員の派遣の求め（法 28⑦、29③） 

県対策本部長は、国民保護措置の実施に関

し、指定行政機関又は指定公共機関と緊密な

連絡を図る必要があると認めるときは、指定

地方行政機関の長（当該指定地方行政機関が

ないときは、当該指定行政機関の長）又は当

該指定公共機関に対し、その指名する職員を

派遣するよう求め、防衛大臣に対して、その

指定する職員の県対策本部会議への出席を

求める。 

(4)～(7) ［略］ 

 

４ ［略］ 

 

修 正 

理 由 

１ 国民の保護に関する基本指針の変更(平成 20 年 10 月 24 日 閣議決定)に伴う修正 

２ 防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成 19 年 9 月 1 日施行)に伴う修正 
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 第３編 武力攻撃事態等への対処 

頁 改 正 前 改 正 後 

 

 

 

 

４５ 

第２章 関係機関相互の連携 

 

１ ［略］ 

 

２ 国及び国の機関との連携  

(1) ［略］ 
(2) 国の現地対策本部との連携 
  県は、国の現地対策本部が設置された場合
は、連絡員を派遣すること等により、当該本
部と緊密な連携を図る。 

 

 

第２章 関係機関相互の連携 

 

１ ［略］ 

 

２ 国及び国の機関との連携  

(1) ［略］ 
(2) 国の現地対策本部との連携 
  県は、国の現地対策本部が設置された場合
は、連絡員を派遣すること等により、当該本
部と緊密な連携を図る。 
また、国の現地対策本部が、武力攻撃事態
等合同対策協議会を開催する場合において
も、県は、所要の協力を行うものとする。 
 

４６ ３ 自衛隊との連携   
(1) 本部員会議への出席要請 
  県対策本部長は、連絡調整等を行う必要が
あると認める場合には、防衛庁長官に対し
て、指定する職員を県対策本部等の会議に出
席させるよう要請するものとする。 
(2) 自衛隊の部隊等の派遣要請等（法 15①、
20 関係） 
① 知事は、国民保護措置を円滑に実施する
ため必要があると認めるときは、防衛庁長
官に対し、自衛隊の部隊等の派遣を要請す
る（国民保護等派遣）。 
要請を行う場合には、次の事項を明らか
にするとともに、文書により行う。ただし、
事態が急迫して文書によることができな
い場合には、口頭又は電話、その他の通信
手段により行う。 
ア～エ ［略］  
②  知事は、市町村長から、当該市町村の区
域に係る国民保護措置を円滑に実施する
ため特に必要があるとして要請の求めを
受けたときは、その必要性等を総合的に勘
案し、防衛庁長官に対し、自衛隊の部隊等
の派遣を要請する。 
③～④ ［略］ 
 

４～６ ［略］ 

 
 
 
 
 

３ 自衛隊との連携   
(1) 本部員会議への出席要請 
  県対策本部長は、連絡調整等を行う必要が
あると認める場合には、防衛大臣に対して、
指定する職員を県対策本部等の会議に出席
させるよう要請するものとする。 
(2) 自衛隊の部隊等の派遣要請等（法 15①、
20 関係） 
① 知事は、国民保護措置を円滑に実施する
ため必要があると認めるときは、防衛大臣
に対し、自衛隊の部隊等の派遣を要請する
（国民保護等派遣）。 
要請を行う場合には、次の事項を明らか
にするとともに、文書により行う。ただし、
事態が急迫して文書によることができな
い場合には、口頭又は電話、その他の通信
手段により行う。 
ア～エ ［略］  
②  知事は、市町村長から、当該市町村の区
域に係る国民保護措置を円滑に実施する
ため特に必要があるとして要請の求めを
受けたときは、その必要性等を総合的に勘
案し、防衛大臣に対し、自衛隊の部隊等の
派遣を要請する。 
③～④ ［略］ 
 
４～６ ［略］ 
 

修 正 

理 由 

１ 国民の保護に関する基本指針の変更(平成 20 年 10 月 24 日 閣議決定)に伴う修正 

２ 防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成 19 年 9 月 1 日施行)に伴う修正 
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 第３編 武力攻撃事態等への対処 

頁 改 正 前 改 正 後 

４９ ７ 指定行政機関の長等に対する職員の派遣

要請 （法 151、152、153） 

(1) 知事は、国民保護措置の実施のため必要が

あるときは、指定行政機関の長若しくは指定

地方行政機関の長又は特定指定公共機関（指

定公共機関である特定独立行政法人及び日

本郵政公社をいう。）に対し、当該機関の職

員の派遣の要請を行う。また、必要があると

きは、地方自治法の規定に基づき、他の地方

公共団体の長に対し、当該地方公共団体の職

員の派遣を求める。 

(2)～(6) ［略］ 

 

８～９ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 指定行政機関の長等に対する職員の派遣

要請 （法 151、152、153） 

(1) 知事は、国民保護措置の実施のため必要が

あるときは、指定行政機関の長若しくは指定

地方行政機関の長又は特定指定公共機関（指

定公共機関である特定独立行政法人及び郵

便事業株式会社をいう。）に対し、当該機関

の職員の派遣の要請を行う。また、必要があ

るときは、地方自治法の規定に基づき、他の

地方公共団体の長に対し、当該地方公共団体

の職員の派遣を求める。 

(2)～(6) ［略］ 

 

８～９ ［略］ 

修 正 

理 由 

 郵政民営化関連法（平成 19 年 10 月１日施行）に伴う修正 
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 第３編 武力攻撃事態等への対処 

頁 改 正 前 改 正 後 

 

 

 

 

５７ 

第４章 避難の指示等  
 
１ ［略］ 

 
２ 避難の指示  
(1)①～④  ［略］  
⑤ ［略］ 

【避難の指示に際して調整を要する事項】 

 ア～オ ［略］ 

 カ 国による支援の確認 

  ○消防庁等を通じて国による支援要請

の確認及び調整 

  ○避難措置の指示に記載された国によ

る措置内容の確認 

  ○防衛庁への支援要請 

  キ～ク  ［略］  
(2)～(8) ［略］ 

 

第４章 避難の指示等  
 
１ ［略］ 

 
２ 避難の指示  
(1)①～④  ［略］  
⑤ ［略］ 

【避難の指示に際して調整を要する事項】 

 ア～オ ［略］ 

 カ 国による支援の確認 

  ○消防庁等を通じて国による支援要請

の確認及び調整 

  ○避難措置の指示に記載された国によ

る措置内容の確認 

  ○防衛省への支援要請 

  キ～ク  ［略］  
(2)～(8) ［略］ 

６４ ３ 避難住民の誘導の実施  
(1) ［略］ 

(2) 病院、福祉施設等の措置（法 65） 

病院、診療所、助産所、老人福祉施設、障

害者福祉施設、幼稚園、保育所、養護学校な

ど、自ら避難することが困難な者が滞在し、

又は利用している施設の管理者は、避難が円

滑に行われるよう必要な措置を講ずるよう

努めるものとされている。 

(3)～(6) ［略］ 

 

４～５ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 避難住民の誘導の実施  
(1) ［略］ 

(2) 病院、福祉施設等の措置（法 65） 

病院、診療所、助産所、老人福祉施設、障

がい者福祉施設、幼稚園、保育所、特別支援

学校など、自ら避難することが困難な者が滞

在し、又は利用している施設の管理者は、避

難が円滑に行われるよう必要な措置を講ず

るよう努めるものとされている。 

(3)～(6) ［略］ 

 

４～５ ［略］ 

修 正 

理 由 

１ 防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成 19 年 9 月 1 日施行)に伴う修正 

２ 語句の修正 

３ 学校教育法改正(平成 19 年 4 月 1 日施行)に伴う修正 
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 第３編 武力攻撃事態等への対処 

頁 改 正 前 改 正 後 

 

 

 

 

７０ 

第５章 救 援  
 
１～２ ［略］  
 
３ 救援の内容  
(1)～(5) ［略］ 

(6) 電話、その他の通信設備の提供（法 78）

 ［略］ 

（留意点） 

○収容施設で保有する電話、その他の通信

設備等の状況把握 

○電気通信事業者等との設置工事の実施

等を含めた調整 

○電話、その他の通信設備等の設置箇所の

選定 

○聴覚障害者等への対応  
(7)～(10) ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 救 援  
 
１～２ ［略］  
 
３ 救援の内容  
(1)～(5) ［略］ 

(6) 電話、その他の通信設備の提供（法 78）

 ［略］ 

（留意点） 

○収容施設で保有する電話、その他の通信

設備等の状況把握 

○電気通信事業者等との設置工事の実施

等を含めた調整 

○電話、その他の通信設備等の設置箇所の

選定 

○聴覚障がい者等への対応  
(7)～(10) ［略］  

修 正 

理 由 

 語句の修正 
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 第３編 武力攻撃事態等への対処 

頁 改 正 前 改 正 後 

 

 

 

103 

第７章 情報の収集・提供  
第２ 安否情報の収集・提供  
 
１ 安否情報の種類及び報告様式   
県は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡

し又は負傷した住民の安否情報を以下のとお

り収集し、「武力攻撃事態等における安否情報

の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会

及び回答の手続その他の必要な事項を定める

省令」（以下「安否情報省令」という。）第２条

に規定する様式第３号の安否情報報告書によ

り消防庁へ報告する。 

 

【収集・報告すべき情報】（令 23、24） 

① 避難住民（負傷した住民も同様） 

 ア 氏名 

 イ 出生の年月日 

 ウ 男女の別 

 エ 住所 

 オ 国籍（日本国籍を有しない者に限る。）

 カ ア～オのほか、個人を識別するための

情報（上記のいずれかに掲げる情報が不

明である場合において、当該情報に代え

て個人を識別することができるものに

限る。） 

 キ 居所 

ク 傷又は疾病の状況 
 ケ キ及びクのほか、連絡先、その他安否

の確認に必要と認められる情報 

 

 

 

 

② 死亡した住民 

 （上記ア～カに加えて） 

 コ 死亡の日時、場所及び状況 

 サ 死体の所在 

 

 

 

 

 

 

２～３ ［略］ 

 

第７章 情報の収集・提供 

第２ 安否情報の収集・提供  
 

１ 安否情報の種類及び報告様式  

県は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡

し又は負傷した住民の安否情報を以下のとお

り収集し、「武力攻撃事態等における安否情報

の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会

及び回答の手続その他の必要な事項を定める

省令」（以下「安否情報省令」という。）第２条

に規定する様式第３号の安否情報報告書によ

り総務大臣へ報告する。 

 

【収集・報告すべき情報】（令 23、24） 

① 避難住民（負傷した住民も同様） 

  ア 氏名（フリガナ） 

  イ 出生の年月日 

  ウ 男女の別 

  エ 住所（郵便番号を含む。） 

  オ 国籍 

  カ ア～オのほか、個人を識別するための

情報（上記のいずれかに掲げる情報が不

明である場合において、当該情報に代え

て個人を識別することができるものに

限る。） 

 

  キ 負傷（疾病）の該当 

  ク 負傷又は疾病の状況 

  ケ 現在の居所 

  コ 連絡先その他必要情報 

  サ 親族・同居者への回答の希望 

  シ 知人への回答の希望 

  ス 親族・同居者・知人以外の者への回答

又は公表の同意 

 ② 死亡した住民 

   （上記ア～カに加えて） 

  セ 死亡の日時、場所及び状況 

  ソ 遺体が安置されている場所 

  タ 連絡先その他必要情報 

  チ ア～カ及びセ～タを親族・同居者・知

人以外の者からの照会に対する回答へ

の同意 

 

２～３ ［略］ 

 

修 正 

理 由 

１ 安否情報省令の改正（平成 18 年 3 月 31 日総務省令第 50 号）に伴う修正 

２ 記述の修正 
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 第３編 武力攻撃事態等への対処 

頁 改 正 前 改 正 後 

104 ４ 総務大臣に対する報告 （法 94②） 

 知事は、総務大臣への報告に当たっては、原

則として、安否情報省令第２条に規定する様式

第３号に必要事項を記載した書面（電磁的記録

を含む。）を、電子メールで消防庁に送付する。

ただし、事態が急迫してこれらの方法によるこ

とができない場合は、口頭や電話などで報告を

行う。 

 

 

 

 

 

 

５～７ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 総務大臣に対する報告 （法 94②） 

 知事は、総務大臣への報告に当たっては、

原則として、安否情報省令第２条に規定する様

式第３号に必要事項を記載した書面（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録を含

む。）を、安否情報システムにより消防庁に送

付する。 

 ただし、事態の状況により安否情報システム

が利用できない場合は、電子メールその他の方

法により報告することとし、事態が急迫してこ

れらの方法によることができない場合は、口頭

や電話などで報告を行う。 

 

５～７ ［略］ 

 

修 正 

理 由 

１ 安否情報システムが平成 20 年 4 月 25 日から運用開始されたことに伴う修正 

２ 安否情報省令の改正（平成 18 年 3 月 31 日総務省令第 50 号）に伴う修正 

 


